
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

七
〇
〇

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
六
件

七
〇
〇

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

七
〇
二

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

七
〇
二

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
し
た
件

七
〇
三

○
水
防
警
報
を
発
す
る
河
川
を
指
定
す
る
件

七
〇
三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

七
〇
三

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

七
〇
九

福
島
県
教
育
委
員
会

○
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
件
を
廃
止

す
る
件

七
〇
九

○
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
件
三
件

七
〇
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
件

七
一
〇

告

示

福
島
県
告
示
第
九
百
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
三
十
年
十
二

月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち

づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部

情
報
政
策
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

い
ち
い
信
夫
ヶ
丘
店
・
平
成
や
お
や
福
島
東
店

福
島
県
福
島
市
矢
倉
下
五
番
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

（
変
更
前
）
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル

（
変
更
後
）
五
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

２

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

（
変
更
前
）
四
十
三
立
方
メ
ー
ト
ル

（
変
更
後
）
四
十
一
立
方
メ
ー
ト
ル

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
三
十
一
年
八
月
七
日

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
十
二
月
七
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
い
ち
い

株
式
会
社
ア
イ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

耶
麻
郡
西
会
津
町
奥
川
大
字
大
綱
木
字
丸
山
二
一
七
五
の
一
、
二
一
七
五
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
丸
山
二
一
七
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
一
七
五
の
二

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
西
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

───────────────────────────────────────────────────────────
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
西
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

耶
麻
郡
西
会
津
町
奥
川
大
字
元
島
字
子
日
谷
地
三
一
一
七
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
子
日
谷
地
三
一
一
七
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
西
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
西
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
軽
井
沢
字
釜
場
一
〇
三
九
の
一
、
一
〇
三
九
の
三
、
一
〇
三
九
の
六
、
一
〇

四
一
の
一
〇
、
字
塩
ノ
前
一
〇
一
〇
の
一
、
一
〇
一
〇
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
釜
場
一
〇
三
九
の
三
・
一
〇
四
一
の
一
〇
・
字
塩
ノ
前
一
〇
一
〇
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
柳
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
柳
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
藤
字
鶴
ケ
峯
四
三
三
〇
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
鶴
ケ
峯
四
三
三
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
柳
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
柳
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福
島
県
告
示
第
九
百
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
金
山
町
大
字
川
口
字
上
岩
下
一
三
三
三
の
二
、
一
三
三
三
の
四
か
ら
一
三
三
三
の
六
ま
で
、

一
三
四
五
、
一
三
四
七
、
一
三
四
八
、
一
三
五
四
の
一
、
一
三
五
五
、
一
三
五
六
の
一
か
ら
一
三
五

六
の
三
ま
で
、
一
三
五
七
、
一
三
五
七
の
イ
、
一
三
五
七
の
ロ
、
一
三
五
七
の
ハ
、
一
三
五
七
の
ホ
、

一
三
五
七
の
ヘ
、
一
三
五
八
、
一
三
五
九
の
七
、
一
三
五
九
の
ホ
、
一
三
五
九
の
へ
、
一
三
六
〇
の

一
、
一
三
六
三
、
一
三
六
四
、
一
三
八
二
、
一
三
八
三
、
二
四
二
二
の
一
、
二
四
二
三
の
一
、
二
四

二
三
の
三
、
二
四
二
三
の
四
、
二
四
二
三
の
六
、
二
四
二
三
の
七
、
二
四
二
三
の
ロ
、
二
四
二
三
の

ホ
、
二
四
二
三
の
チ
、
二
四
二
三
の
リ
、
二
四
二
五
の
二
、
二
四
二
五
の
イ
、
二
四
二
五
の
ハ
、
二

四
二
五
の
ニ
、
二
四
二
五
の
ホ
、
二
四
二
五
の
ヘ

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
金
山
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
金
山
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
郡
新
地
町
駒
ケ
嶺
字
山
屋
敷
七
四
、
八
二
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
新
地
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
新
地
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
広
野

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
山
田

変
更
前

Ａ

三
・
四
〜

五
、
〇
六
〇
・
〇

小
高
線

浜
字
坂
下
一
二
番
一
地
先

三
九
・
〇

か
ら

Ｂ

一
一
・
〇
〜

四
、
七
七
〇
・
〇

同

郡
同

町
大
字
下
繁

二
〇
〇
・
〇

岡
字
一
丁
坪
一
番
一
地
先

ま
で

変
更
後

Ａ

三
・
四
〜

五
、
〇
六
〇
・
〇

三
九
・
〇

Ｂ

一
一
・
〇
〜

四
、
七
七
〇
・
〇

二
〇
〇
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
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供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
広
野
小
高
線

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
井
出
字
谷
地
二
三

平
成
三
〇
年
一
二
月
二
一

番
一
地
先
か
ら

日

同

郡
同

町
大
字
井
出
字
三
平
下
七

二
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
十
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
及
び
そ
の
区
間
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

区

間

一
般
国
道
一

双
葉
郡
浪
江
町
権
現
堂
字
六
反
田
四
七
番
二
地
先
か
ら
同
郡
同
町
権
現
堂
字
六

一
四
号

反
田
二
番
一
地
先
ま
で
の
上
り
線

双
葉
郡
浪
江
町
権
現
堂
字
町
場
一
一
八
番
地
先
か
ら
同
郡
同
町
幾
世
橋
字
知
命

寺
一
二
番
三
地
先
ま
で
の
下
り
線

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
十
七
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
防
警
報
を

発
す
る
河
川
と
し
て
、
次
の
河
川
を
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

河
川
名

区

域

大
森
川

左
岸

福
島
市
大
森
字
腰
巻
か
ら
福
島
市
南
町
ま
で

右
岸

福
島
市
大
森
字
腰
巻
か
ら
福
島
市
郷
野
目
宝
来
町
ま
で

安
達
太
良

左
岸

本
宮
市
本
宮
字
沼
田
か
ら
本
宮
市
本
宮
字
荒
町
ま
で

川

右
岸

本
宮
市
本
宮
字
瀬
樋
内
か
ら
本
宮
市
本
宮
字
下
町
ま
で

大
塩
川

左
岸

喜
多
方
市
熊
倉
町
都
字
上
川
原
乙
か
ら
喜
多
方
市
塩
川
町
東
栄
町
六
丁
目

ま
で

右
岸

喜
多
方
市
熊
倉
町
熊
倉
字
物
江
か
ら
喜
多
方
市
塩
川
町
東
栄
町
六
丁
目
ま

で

（
河
川
整
備
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

小
名
沢

石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
小
名
沢

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

小
名
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
小
名
沢

土
石
流

入
道
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
滝
ノ
平

土
石
流

三
株
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
三
株

土
石
流

三
株
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
三
株

土
石
流

三
株
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
三
株

土
石
流

大
原
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
大
原

土
石
流

松
風
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
前
木

土
石
流
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大
沼
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
前
木

土
石
流

萱
附
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
萱
附

土
石
流

堀
越
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
大
久
田
字
ヲ
テ

土
石
流

マ

堀
越
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
堀
越

土
石
流

西
堀
越
沢

同

郡
同

町
大
字
大
久
田
字
ヲ
テ

土
石
流

マ

戸
倉
内
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
西
渡

土
石
流

才
竜
内
沢
２

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
横
川

土
石
流

号横
川
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
横
川

土
石
流

寺
作
沢
４
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
寺
作

土
石
流

作
根
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
山
上
字
作
根

土
石
流

作
根
沢
４
号

同

郡
同

町
大
字
山
上
字
作
根

土
石
流

太
夫
内

二
本
松
市
東
新
殿
字
太
夫
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

手
倉
石

同

市
百
目
木
字
手
倉
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仲
ノ
内

同

市
百
目
木
字
仲
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

苗
掘

同

市
百
目
木
字
苗
掘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町

同

市
百
目
木
字
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

搦
手

同

市
百
目
木
字
搦
手

急
傾
斜
地
の
崩
壊

向
町

同

市
百
目
木
字
向
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

境
ノ
岫

同

市
百
目
木
字
境
ノ
岫

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
田
１
号

同

市
茂
原
字
石
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
田
２
号

同

市
茂
原
字
石
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
田
３
号

同

市
茂
原
字
石
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
名
目
津
１

同

市
百
目
木
字
下
名
目
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

号下
名
目
津
２

同

市
百
目
木
字
下
名
目
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

号若
林
２
号

同

市
茂
原
字
若
林

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
名
目
津
１

同

市
百
目
木
字
上
名
目
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

号上
名
目
津
２

同

市
百
目
木
字
上
名
目
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

号二
本
木

同

市
田
沢
字
二
本
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

姥
神

同

市
田
沢
字
姥
神

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
井
１
号

同

市
田
沢
字
高
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
井
２
号

同

市
田
沢
字
高
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
久
保

同

市
田
沢
字
上
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
沓
掛

同

市
田
沢
字
中
沓
掛

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
沓
掛

同

市
田
沢
字
下
沓
掛

急
傾
斜
地
の
崩
壊

落
合

同

市
田
沢
字
落
合

急
傾
斜
地
の
崩
壊

拾
駄
畑

同

市
田
沢
字
拾
駄
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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柴
原

同

市
田
沢
字
柴
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木
戸
ノ
田

同

市
田
沢
字
木
戸
ノ
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
森

同

市
田
沢
字
大
森

急
傾
斜
地
の
崩
壊

海
老
内

同

市
田
沢
字
海
老
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
根
ノ
内

同

市
田
沢
字
久
根
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

南
湖

白
河
市
南
湖

急
傾
斜
地
の
崩
壊

南
家
前

同

市
南
家
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
下
裏

同

市
池
下
裏

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
敷
添

同

市
屋
敷
添

急
傾
斜
地
の
崩
壊

払
川

同

市
久
田
野
字
払
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
倉

同

市
大
字
岩
倉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

手
代
塚

同

市
本
沼
字
手
代
塚

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堂
ノ
前

同

市
本
沼
字
堂
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
河
原
１
号

同

市
本
沼
字
下
河
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
河
原
２
号

同

市
本
沼
字
下
河
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

作
田

同

市
板
橋
字
作
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
葉

同

市
田
島
字
松
葉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

結
城
舘

同

市
田
島
字
結
城
舘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
田

同

市
関
辺
字
石
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

川
前

同

市
関
辺
字
川
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

郷
渡

同

市
関
辺
字
郷
渡

急
傾
斜
地
の
崩
壊

金
堀

同

市
旗
宿
字
金
堀

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
平

同

市
白
坂
字
大
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
黒
川
２
号

同

市
白
坂
字
下
黒
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
坂

同

市
白
坂
字
白
坂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鶴
巻
１
号

同

市
白
坂
字
鶴
巻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鶴
巻
２
号

同

市
白
坂
字
鶴
巻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
ヶ
苗

同

市
白
坂
字
松
ヶ
苗

急
傾
斜
地
の
崩
壊

明
神

同

市
白
坂
字
明
神

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
水
前
１
号

同

市
表
郷
小
松
字
清
水
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
水
前
２
号

同

市
表
郷
小
松
字
清
水
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
町

同

市
表
郷
小
松
字
東
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

福
崎

同

市
表
郷
八
幡
字
福
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
田
１
号

同

市
表
郷
八
幡
字
和
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
田
２
号

同

市
表
郷
八
幡
字
和
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
前

同

市
表
郷
八
幡
字
東
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
ノ
久
保

同

市
表
郷
堀
之
内
字
中
ノ
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
ノ
神

同

市
表
郷
堀
之
内
字
山
ノ
神

急
傾
斜
地
の
崩
壊

硯
石

同

市
表
郷
番
沢
字
硯
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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日
向
１
号

同

市
表
郷
番
沢
字
日
向

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
王
山

同

市
表
郷
中
野
字
天
王
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畑
中

同

市
東
釜
子
字
畑
中

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
久
保

同

市
東
下
野
出
島
字
大
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
沢
１
号

同

市
東
蕪
内
字
岩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
沢
２
号

同

市
東
蕪
内
字
岩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
入

同

市
東
形
見
字
池
ノ
入

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及
び

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

現
象
の
種
類

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃

小
名
沢

石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
小
名
沢

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

小
名
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
小
名
沢

土
石
流

入
道
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
滝
ノ
平

土
石
流

三
株
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
三
株

土
石
流

三
株
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
三
株

土
石
流

三
株
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
三
株

土
石
流

大
原
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
大
原

土
石
流

松
風
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
前
木

土
石
流

大
沼
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
前
木

土
石
流

萱
附
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
萱
附

土
石
流

堀
越
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
大
久
田
字
ヲ
テ

土
石
流

マ

堀
越
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
堀
越

土
石
流

西
堀
越
沢

同

郡
同

町
大
字
大
久
田
字
ヲ
テ

土
石
流

マ

戸
倉
内
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
西
渡

土
石
流

横
川
沢

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
横
川

土
石
流

寺
作
沢
４
号

同

郡
同

町
大
字
松
川
字
寺
作

土
石
流

作
根
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
山
上
字
作
根

土
石
流

作
根
沢
４
号

同

郡
同

町
大
字
山
上
字
作
根

土
石
流

太
夫
内

二
本
松
市
東
新
殿
字
太
夫
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

手
倉
石

同

市
百
目
木
字
手
倉
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仲
ノ
内

同

市
百
目
木
字
仲
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

苗
掘

同

市
百
目
木
字
苗
掘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町

同

市
百
目
木
字
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

搦
手

同

市
百
目
木
字
搦
手

急
傾
斜
地
の
崩
壊

向
町

同

市
百
目
木
字
向
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

境
ノ
岫

同

市
百
目
木
字
境
ノ
岫

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
田
１
号

同

市
茂
原
字
石
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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石
田
２
号

同

市
茂
原
字
石
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
田
３
号

同

市
茂
原
字
石
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
名
目
津
１

同

市
百
目
木
字
下
名
目
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

号下
名
目
津
２

同

市
百
目
木
字
下
名
目
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

号若
林
２
号

同

市
茂
原
字
若
林

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
名
目
津
１

同

市
百
目
木
字
上
名
目
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

号上
名
目
津
２

同

市
百
目
木
字
上
名
目
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

号二
本
木

同

市
田
沢
字
二
本
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

姥
神

同

市
田
沢
字
姥
神

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
井
１
号

同

市
田
沢
字
高
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
井
２
号

同

市
田
沢
字
高
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
久
保

同

市
田
沢
字
上
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
沓
掛

同

市
田
沢
字
中
沓
掛

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
沓
掛

同

市
田
沢
字
下
沓
掛

急
傾
斜
地
の
崩
壊

落
合

同

市
田
沢
字
落
合

急
傾
斜
地
の
崩
壊

拾
駄
畑

同

市
田
沢
字
拾
駄
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

柴
原

同

市
田
沢
字
柴
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木
戸
ノ
田

同

市
田
沢
字
木
戸
ノ
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
森

同

市
田
沢
字
大
森

急
傾
斜
地
の
崩
壊

海
老
内

同

市
田
沢
字
海
老
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
根
ノ
内

同

市
田
沢
字
久
根
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

南
湖

白
河
市
南
湖

急
傾
斜
地
の
崩
壊

南
家
前

同

市
南
家
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
下
裏

同

市
池
下
裏

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
敷
添

同

市
屋
敷
添

急
傾
斜
地
の
崩
壊

払
川

同

市
久
田
野
字
払
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
倉

同

市
大
字
岩
倉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

手
代
塚

同

市
本
沼
字
手
代
塚

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堂
ノ
前

同

市
本
沼
字
堂
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
河
原
１
号

同

市
本
沼
字
下
河
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
河
原
２
号

同

市
本
沼
字
下
河
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

作
田

同

市
板
橋
字
作
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
葉

同

市
田
島
字
松
葉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

結
城
舘

同

市
田
島
字
結
城
舘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
田

同

市
関
辺
字
石
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

郷
渡

同

市
関
辺
字
郷
渡

急
傾
斜
地
の
崩
壊

金
堀

同

市
旗
宿
字
金
堀

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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大
平

同

市
白
坂
字
大
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
黒
川
２
号

同

市
白
坂
字
下
黒
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
坂

同

市
白
坂
字
白
坂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鶴
巻
１
号

同

市
白
坂
字
鶴
巻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鶴
巻
２
号

同

市
白
坂
字
鶴
巻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
ヶ
苗

同

市
白
坂
字
松
ヶ
苗

急
傾
斜
地
の
崩
壊

明
神

同

市
白
坂
字
明
神

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
水
前
１
号

同

市
表
郷
小
松
字
清
水
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
水
前
２
号

同

市
表
郷
小
松
字
清
水
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
町

同

市
表
郷
小
松
字
東
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

福
崎

同

市
表
郷
八
幡
字
福
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
田
１
号

同

市
表
郷
八
幡
字
和
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
田
２
号

同

市
表
郷
八
幡
字
和
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
前

同

市
表
郷
八
幡
字
東
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
ノ
久
保

同

市
表
郷
堀
之
内
字
中
ノ
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
ノ
神

同

市
表
郷
堀
之
内
字
山
ノ
神

急
傾
斜
地
の
崩
壊

硯
石

同

市
表
郷
番
沢
字
硯
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
向
１
号

同

市
表
郷
番
沢
字
日
向

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
王
山

同

市
表
郷
中
野
字
天
王
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畑
中

同

市
東
釜
子
字
畑
中

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
沢
１
号

同

市
東
蕪
内
字
岩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
沢
２
号

同

市
東
蕪
内
字
岩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
入

同

市
東
形
見
字
池
ノ
入

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
砂

防

課
）

公

告
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公 告 第 ２ ８ ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 12月 21日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
防 毒 マ ス ク 用 吸 収 缶 14 , 0 4 6個

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 11月 28日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 千 代 田 テ ク ノ ル 東 京 都 文 京 区 湯 島 一 丁 目 ７ 番 12号

５ 落 札 金 額
4 0 , 5 0 3 , 0 4 5円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 10月 16日

（ 入 札 用 度 課 ）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
福
島
県
教
育

委
員
会
告
示
第
二
号
）
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
七
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
三
十
一

年
三
月
十
四
日
以
降
に
合
格
者
を
発
表
す
る
試
験
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

一

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
の
内
容

口
頭
に
よ
り
開
示
請

口
頭
に
よ
り
開
示
請

試

験

の

名

称

開
示
す
る
項
目

求
を
行
う
こ
と
が
で

求
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
期
間

き
る
場
所

福
島
県
立
高
等
学
校
入

教
科
別
得
点
及
び
合

Ⅱ
期
選
抜
の
合
格
者

出
願
先
の
県
立
高
等

学
者
選
抜
学
力
検
査

計
得
点

の
発
表
の
日
か
ら
六

学
校

日
間

二

開
示
の
方
法

閲
覧

（
高
校
教
育
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
三
十
一

年
三
月
十
四
日
以
降
に
合
格
者
を
発
表
す
る
試
験
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

一

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
の
内
容

口
頭
に
よ
り
開
示
請

口
頭
に
よ
り
開
示
請
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試

験

の

名

称

開
示
す
る
項
目

求
を
行
う
こ
と
が
で

求
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
期
間

き
る
場
所

福
島
県
立
特
別
支
援
学

教
科
別
得
点
及
び
合

前
期
選
抜
の
合
格
者

出
願
先
の
県
立
特
別

校
高
等
部
入
学
者
選
抜

計
得
点

の
発
表
の
日
か
ら
六

支
援
学
校

学
力
検
査

日
間

二

開
示
の
方
法

閲
覧

（
特
別
支
援
教
育
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
三
十
一

年
一
月
十
八
日
以
降
に
合
格
者
を
発
表
す
る
試
験
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

一

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
の
内
容

口
頭
に
よ
り
開
示
請

口
頭
に
よ
り
開
示
請

試

験

の

名

称

開
示
す
る
項
目

求
を
行
う
こ
と
が
で

求
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
期
間

き
る
場
所

福
島
県
立
中
学
校
入
学

一
般
選
抜
に
お
け
る

入
学
者
選
抜
結
果
の

出
願
先
の
県
立
中
学

者
選
抜
適
性
検
査
１
、

適
性
検
査
１
及
び
適

通
知
書
の
発
送
の
日

校

適
性
検
査
２
、
実
技
検

性
検
査
２
の
得
点
並

の
翌
日
か
ら
六
日
間

査
及
び
作
文

び
に
ス
ポ
ー
ツ
選
抜

に
お
け
る
実
技
検
査

及
び
作
文
の
得
点

二

開
示
の
方
法

閲
覧

（
義
務
教
育
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
六
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
第
二

号
（
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
九
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
若
し
く
は

第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し

て
、
平
成
三
十
年
十
二
月
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

医
療
法
人
美
波
会
介
護
老
人
保
健
施
設
し
ろ

い
わ
き
市
四
倉
町
字
東
一
丁
目
五
四
番
地

が
ね
の
里


